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請 願 文 書 表 
受理番号 受理年月日 件   名 要       旨 紹 介 議 員 付託委員会 

第 １ 号 ２ .３ .16 最低賃金の大

幅引き上げと

中小企業支援

策の拡充を求

める請願 

《請願趣旨》 

日頃より，貴市議会が地域住民の福祉増進，地域経済の発展に尽力され

ていることに敬意を表する。さて，私たちは全国労働組合総連合（全労連）

をナショナルセンターとする地方組織である茨城県労働組合総連合（茨城

労連）である。私たちは，県内の労働者の生活と権利の向上を求め，非正

規雇用労働者の均等待遇，最低賃金引上げ等の実現を目指して活動してい

る。昨年10月１日から，茨城県の最低賃金は27円引き上がり849円になっ

た。しかし，この金額は全国加重平均時給（901円）に比べて52円低く，

関東１都６県の中で下から２番目の低さである。東京や神奈川では、最低

賃金が1,000円を超えている。日本の最低賃金制度の問題点は，１，最低

賃金が低すぎて生活できない，２，全国一律制でないため最低賃金の高い

都道府県に労働者が流出する，３，中小企業支援策が不十分，の３つであ

る。茨城県の最低賃金849円では，憲法第25条が保障する健康で，文化的

な最低限度の生活ができず，消費意欲が抑制されて地域経済に悪影響を及

ぼしている。最低賃金の引上げは，地域経済の発展につながり，健全な社

会づくりの基本であると考えている。茨城県の最低賃金が現状のようなま

までは，若者や女性を多く含む非正規雇用労働者が低賃金状態に置かれ，

労働力の流出，地域経済を疲弊させることにつながってしまう。また，最

低賃金が低いままでは，県内を含め全国で問題になっている人手不足をま

すます深刻化させるだけである。 

以上のような理由で，貴市議会において茨城県の最低賃金の引上げにつ

いての議論を深め，下記の事項の実施を求める意見書を採択し，政府及び

関係機関に意見書を提出することを請願する。 

《請願事項》 

１ 政府は，全国一律最低賃金制度を確立し，地域間格差を縮小させるた

めの施策を進めること。 

２ 政府は，ワーキングプアをなくすため，政治決断で最低賃金を時給

1,500円に引き上げること。 

３ 政府は，最低賃金の引上げとセットに中小企業への具体的支援策を拡

充すること。 
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